
職業能力開発施設への通所や、通常の集合訓練での受講が困難などの事情があり、
就業を希望する方を対象に、インターネットを介して、遠隔地から指導を受けながら、
ホームページ制作等のWebコンテンツ制作技能を修得するコースです。

e-ラーニングとは、パソコン、インターネットを利用した教育方法です

障害のある方々に対する就職支援

WordPressによるWeb制作の修得

　　講師　　　　　　　　　 　　  受講生宅　　講師　　　　　　　　　 　　  受講生宅

インターネットインターネット

講師が遠隔地からインターネットを
介して授業のサポートを行います！

9月開講 e-ラーニングコース 在宅訓練

●募集期閒 
　令和8年5月28日(木)～7月27日(月)
●家庭訪問　
　令和8年8月3日(月)予定
●合格発表　 
　令和8年8月25日(火)
●訓練期間
　令和8年9月3日(木)～11月26日(木)



障害者委託訓練に関するお問い合わせ：
各公共職業安定所（ハローワーク）障害者職業訓練担当
国立県営 宮城障害者職業能力開発校 委託訓練担当者
〒981-0911 仙台市青葉区台原5丁目15-1　TEL：022-233-3124　FAX：022-233-3125
 URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/miyashou/    e-mail：syokn-itaku@pref.miyagi.lg.jp

実施団体：株式会社沖ワークウェル  〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16　TEL：03-5445-6805

ハローワーク一覧

必要な機器
 ・Windowsパソコン
 ・インターネット環境
 ・ヘッドセットなどのマイク、
   スピーカー、カメラ(必要な時に)
必要なソフト
 ・Microsoft Office
 ・メール
 ・テキストエディタ
 ・ブラウザー
 ･Zoom
 ･WordPress(訓練開始時ダウンロード)

●応募資格
　次の①～④を全て満たしている方
　 ①公共職業安定所にて職業相談を行い、求職登録をし、就職の 
　　 意欲・能力が認められる障害のある方で、ホームページ制作等
　　 Webコンテンツ制作関連の技能を修得したい方。
　 ②通所が困難、または通常の集合訓練での受講が困難などの事
　　 情のある方。
　 ③自宅にインターネット環境が有り、映像通信機能を備えたパソ
　　 コンを有し、それらの操作及びＥメールでの通信方法を修得し
　　 ており、e-ラーニングで受講が可能な状態である方。
　 ④障害の症状が安定し、約3ヶ月の間１日５時間程度継続して受
　　 講が可能な方。
　　 ※身体障害者・知的障害者又は精神障害者以外の障害者につ
　　 いても、その障害の種類及び程度などにより対象となりますの
　　 でご相談ください。

●募集定員  1人
●応募方法
　公共職業安定所でご相談の上、所定の入校願書、障害者手帳（写）
　を提出してください。
　なお、精神障害の方は、手帳（未所持者は不要）と併せて、「主治
　医の意見書(6ヶ月以内）」を提出してください。
●訓練目標　
　在宅就労を目標にWordPressのテーマ作成を通じてWeb制作
　技術を修得します。
　在宅就労で最も必要なコミュニケーション技術を修得する。
●受講料  無料
　ただし、インターネット接続等の費用は受講生の負担となります。

※訓練カリキュラムは受講生それぞれの技能に応じて学習計画を調整します

訓練カリキュラム

この訓練科は、国が障害者の就労支援対策として実施している
“障害者の態様に応じた多様な委託訓練”として、宮城障害者職業能力開発校が

民間の教育訓練機関などに委託して行う、公共職業訓練です。

e-ラーニングコース 受講生募集要領


